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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
調
整
助
成
金
制
度
に
つ
い
て
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
、
急
激
に

事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
に
対
し
て
、
令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
が
経
過
す
る
日

ま
で
の
間
、
次
の
特
例
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

過
去
三
年
以
内
に
休
業
等
に
係
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
雇
用
調
整

（一）
助
成
金
の
支
給
に
係
る
日
数
を
休
業
等
に
係
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
受
給
可
能
日
数
か

ら
減
じ
な
い
こ
と
。

本
特
例
措
置
の
対
象
と
し
て
雇
用
調
整
助
成
金
が
支
給
さ
れ
た
休
業
等
の
日
数
は
、
後
に
別
途
受
給
す
る
場
合
の
雇
用

（二）
調
整
助
成
金
に
係
る
受
給
可
能
日
数
か
ら
減
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
過
去
の
受
給
日
数
に
は
含
め
な
い
こ
と
。

継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
六
箇
月
未
満
の
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
の
休
業
等
に
つ
い
て
、
助
成
対
象
と
す
る
こ
と
。

（三）

過
去
に
受
給
し
た
雇
用
調
整
助
成
金
の
支
給
対
象
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
て
い
な
い

（四）
場
合
に
つ
い
て
、
助
成
対
象
と
す
る
こ
と
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
際
し
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
の
区
域
内
に
所
在
す
る
事
業
所
に
お
け
る
厚

（五）
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生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
中
の
休
業
に
係
る
助
成
率
を
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
二
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、

三
分
の
二
か
ら
五
分
の
四
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

第
二

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
二

年
一
月
二
十
四
日
以
降
に
開
始
し
た
同
令
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
休
業
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。


